
国立大学法人名古屋工業大学（法人番号2180005006072）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

②令和３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

役員報酬基準は、名古屋工業大学役員給与規則に基づき、本給
（965,000円）及び諸手当（地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手
当及び期末特別手当） としている。
期末特別手当については、同規則に基づき、期末特別手当基準額（本

給＋地域手当＋（本給＋地域手当）×100分の20＋本給×100分の25の
月額）に、令和３年６月及び12月支給においては100分の167.5を乗じ、さ
らに基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割
合を乗じて得た額としている。
また、期末特別手当においては、文部科学省国立大学法人評価委員会

が行う業務評価の結果及び役員の職務実績に応じ、経営協議会の議を
経たうえで、学長がその額の100分の10の範囲内でこれを増減額すること
ができるとしている。
なお、令和３年度における給与制度の主な改定内容は、以下のとおりで

ある。
・民間企業等における月例給の決定状況等を勘案して令和３年度に出さ
れた人事院勧告を参考として、期末特別手当の支給率について、0.1ヶ月
分の引き下げに改定した。なお、一般職の職員の給与に関する法律の改
正を受け、学内規則等を改正したことから、施行日以降の期末特別手当
から引き下げを実施する。

本給において、常勤の役員の職務の困難度，実績等を勘案して必要と認める場合は、経営

協議会の議を経て、役員給与規則第４条第２項各号に掲げる号俸の上限を超えて号俸を決

定することができるとしている。
期末特別手当においては、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果及

び役員の職務実績に応じ、経営協議会の議を経たうえで、学長がその額の100分の10の範囲
内でこれを増減額することができるとしている。

役員報酬水準を検討するにあたって、人数規模が同規模である民間企業や国家公務員を参

考とした。

（１） 人数規模が従業員数500～999人規模である民間企業の役員報酬（平成30年度）

…29,002千円

（２） 事務次官年間給与額（平成30年度）…23,374千円

役員報酬基準は、名古屋工業大学役員給与規則に基づき、本給及び諸
手当（地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手
当） としている。
期末特別手当については、同規則に基づき、期末特別手当基準額（本

給＋地域手当＋（本給＋地域手当）×100分の20＋本給×100分の25の
月額）に、令和３年６月及び12月支給においては100分の167.5を乗じ、さら
に基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。
また、期末特別手当においては、文部科学省国立大学法人評価委員会

が行う業務評価の結果及び役員の職務実績に応じ、経営協議会の議を経
たうえで、学長がその額の100分の10の範囲内でこれを増減額することが
できるとしている。
なお、令和３年度における給与制度の主な改定内容は、以下のとおりで

ある。
・民間企業等における月例給の決定状況等を勘案して令和３年度に出さ
れた人事院勧告を参考として、期末特別手当の支給率について、0.1ヶ月
分の引き下げに改定した。なお、一般職の職員の給与に関する法律の改
正を受け、学内規則等を改正したことから、施行日以降の期末特別手当か
ら引き下げを実施する。



理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,636 11,580 5,269
50

1,737
（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,707 9,132 4,155 50
1,369

（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,779 9,132 4,155
122

1,369
（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

3,600 3,600 R3.4.1

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

Ａ監事
（非常勤）

法人の長

Ａ理事

Ｂ理事

前職
その他（内容）

Ｃ理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

Ｂ監事
（非常勤）

役員報酬基準は、名古屋工業大学役員給与規則に基づき、非常勤役員手
当（月額300,000円）としている。

該当者なし

役員報酬基準は、名古屋工業大学役員給与規則に基づき、非常勤役員手
当（月額200,000円）としている。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

本学は、「中京地域産業界との融合」を基本方針として改革に取り組んでいる。学部・大
学院６年一貫の教育プログラムである創造工学教育課程の新設、工学研究科の再構築を
含めた学部・大学院改革、工学のイノベーションハブの実現を目指した産学連携体制の強
化や海外研究機関との連携強化、年俸制やクロス・アポイントメント制度の導入などの人事
給与マネジメント改革を学長のリーダーシップのもとで推進している。
そうした中で、名古屋工業大学の学長は、職員数586名の法人の代表として、その業務を

総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を
同時に担っている。
学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬29,002千円と比較

した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下
となっている。
名古屋工業大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行
前と同等以上である。
こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え

られる。

本学は、「中京地域産業界との融合」を基本方針として改革に取り組んでいる。学部・大

学院６年一貫の教育プログラムである創造工学教育課程の新設、工学研究科の再構築を

含めた学部・大学院改革、工学のイノベーションハブの実現を目指した産学連携体制の強

化や海外研究機関との連携強化、年俸制やクロス・アポイントメント制度の導入などの人事

給与マネジメント改革を学長のリーダーシップのもとで推進している。
そうした中で、名古屋工業大学の理事は、職員数586名の法人の代表である学長の補佐

として職務を担っている。
名古屋工業大学では、役員の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行
前と同等以上である。
こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え

られる。

該当者なし

本学は、「中京地域産業界との融合」を基本方針として改革に取り組んでいる。学部・大学

院６年一貫の教育プログラムである創造工学教育課程の新設、工学研究科の再構築を含

めた学部・大学院改革、工学のイノベーションハブの実現を目指した産学連携体制の強化

や海外研究機関との連携強化、年俸制やクロス・アポイントメント制度の導入などの人事給

与マネジメント改革を学長のリーダーシップのもとで推進している。
そうした中で、名古屋工業大学の理事（非常勤）は、職員数586名の法人の代表である学

長の補佐として職務を担っている。
こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え

られる。



　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

本学は、「中京地域産業界との融合」を基本方針として改革に取り組んでいる。学部・大学

院６年一貫の教育プログラムである創造工学教育課程の新設、工学研究科の再構築を含

めた学部・大学院改革、工学のイノベーションハブの実現を目指した産学連携体制の強化

や海外研究機関との連携強化、年俸制やクロス・アポイントメント制度の導入などの人事給

与マネジメント改革を学長のリーダーシップのもとで推進している。
そうした中で、名古屋工業大学の監事は、本学の業務執行及び会計経理の適正化を担っ

ている。
こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え

られる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業
等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事B
（非常勤）

監事B

監事A
（非常勤）

監事A

法人での在職期間

法人の長

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

理事A



５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】
区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A

監事B

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由
該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

期末特別手当において，文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果及び

役員の職務実績に応じ，経営協議会の議を経たうえで、学長がその額の100分の10の範囲内

でこれを増減額することができるとしている。

該当なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

347 49.7 9,031 6,494 119 2,537
人 歳 千円 千円 千円 千円

124 43.8 6,481 4,769 120 1,712
人 歳 千円 千円 千円 千円

223 52.9 10,448 7,452 118 2,996
人 歳 千円 千円 千円 千円

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

区分 人員 平均年齢
令和３年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）

【注】常勤職員のその他医療職種（看護師）については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。また、医療職種（病院医師）は該当者がいないため省
略している。

給与水準を検討するにあたって，国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実

態調査によるデータのうち、企業規模別（500人以上）を参考にした。
①令和３年度国家公務員給与等実態調査において、行政職俸給表（一）の平均俸給額

は325,827円になっており、全職員の平均給与月額は414,729円となっている。

②令和３年度職種別民間給与実態調査において，当該法人と同規模の事務係員・大学

助教の４月の平均支給額はそれぞれ、350,906円、515,814円となっている。
本学ではこれら人事院の資料を踏まえ、国家公務員の給与水準を考慮しつつ、職員の

給与の支給水準を決定している。

事務・技術職員においては人事評価を、教員においては教員評価を実施し、この結果を
昇給、昇格及び勤勉手当の成績率決定の資料としている。また、年俸制適用教員につい
ては、業績給として前年の業績を反映する業績評価額と外部資金の獲得実績に応じた外
部資金獲得手当を支給している。なお、本学においては、平成27年度以降、全ての新規
採用教員に年俸制を適用している。

名古屋工業大学職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び期末手当・勤勉手当等）としている。
令和３年度では、期末手当について、民間の状況等を踏まえ支給率を0.15ヶ月分引き下

げに改定した。なお、一般職の職員の給与に関する法律の改正を受け、学内規則等を改
正したことから、施行日以降の期末手当から引き下げを実施する。



うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

76 39.8 8,780 8,780 78 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 38 7,808 7,808 71 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 40.7 9,316 9,316 82 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 44 5,046 5,046 136 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 41.7 5,267 5,267 71 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 49.3 6,727 6,727 232 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 39.8 3,409 3,409 154 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 56.1 6,937 6,937 123 0

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.9 4,252 3,585 146 667
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.9 4,252 3,585 146 667

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

常勤職員（年俸制）

年俸制適用職員

区分 人員

平均年齢
令和３年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

うち所定内 うち賞与平均年齢
令和３年度の年間給与額（平均）

総額

令和３年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

任期付職員

特任研究員

特任教員

特任職員（事務・技
術）等

その他

区分

再任用職員

再雇用常勤職員

その他

旧年俸制適用職員

人員 平均年齢

【注】常勤職員（年俸制）のその他については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

区分 人員



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

【注】年齢32～35歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

【注】年齢32～35歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））〔在外職員、任期付職員及び再
任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

局長(10) 1

次長 1

課長(30) 12 55.0 8,724

課長補佐(40) 12 50.6 7,699

係長(50) 63 45.9 6,422

主任(60) 11 39.0 5,205

係員(70) 24 30.5 4,401
【注】局長(10)及び次長の該当者はそれぞれ1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

　代表的職位

教授(20) 111 56.5 11,505

准教授(30) 95 50.3 9,486

助教(50) 17 44.6 7,377

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

56.1 56.5 56.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.9 43.5 43.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～40.1 53.4～40.1 52.1～40.1

％ ％ ％

57.7 57.4 57.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.3 42.6 42.5

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～39.4 47.4～39.4 47.4～39.4

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.1 56.6 56.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.9 43.4 43.2

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～40.4 47.4～40.6 47.4～40.6

％ ％ ％

57.8 57.9 57.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.2 42.1 42.1

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～40.1 47.4～40.1 46.1～40.1

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

9,868～7,944

8,586～6,661

7,884～4,643

6,544～4,640

5,479～3,619

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

13,734～10,005

10,539～8,639

8,076～6,943

賞与（令和３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指数　105.8

４　モデル給与

【注】27歳（博士修了初任給）については年俸制適用者しかいないため、モデル給与を記載していない。

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　93.8
・年齢・地域勘案　　　　　　　　95.4
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　92.4
・年齢・地域・学歴勘案　　　　95.2
（参考）対他法人　　　　　　　　108.0

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　令和３年度予算における支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は
42.4％であり、対国家公務員の給与水準指数は93.8である。また、累積欠損額0
円（令和３年度決算）である。以上のことから、給与は適切な水準である。

講ずる措置
　今後も適正な給与水準を維持するよう努めていく。

（文部科学大臣の検証結果）
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の
給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務
員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責
任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に
勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥
当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給
与水準の設定に努めていただきたい。

注：　上記比較指標は，法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，令和３年度の教育職員（大学教
員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

（扶養家族がいない場合）

〇22歳（大卒初任給）

月額 210,967円 年間給与 3,129,503円

〇35歳（主任）
月額 308,516円 年間給与 5,114,888円

〇50歳（係長）
月額 417,910円 年間給与 7,029,674円

〇35歳（准教授）
月額 457,010円 年間給与 7,669,865円

〇50歳（教授）
月額 638,077円 年間給与 10,850,610円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円，子1人につき10,000円）を支給

事務・技術職員においては人事評価を、教員においては教員評価を実施し、この結果を昇給、昇
格及び勤勉手当の成績率決定の資料としている。また、年俸制適用教員については、業績給として
前年の業績を反映する業績評価額と外部資金の獲得実績に応じた外部資金獲得手当を支給して
いる。なお、本学においては、平成27年度以降、全ての新規採用教員に年俸制を適用している。



Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

4,572,763 4,541,778 4,514,430

426,700 171,075  320,605 390,273

区　　分

給与、報酬等支給総額
4,303,715 4,331,957 4,565,009

213,972

非常勤役職員等給与
1,165,086 1,143,968 1,102,867 986,899 947,686 1,044,807

退職手当支給額
430,511

福利厚生費
745,595 770,255 798,664 802,994 804,118

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用され
る職員に係る費用及び人材派遣契約にかかる費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書「19
役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

808,729

最広義人件費
6,644,907 6,672,880 6,637,615 6,683,261 6,683,855 6,581,938

特になし

・給与、報酬等支給総額が昨年度とに比べて約0.60％減額した理由は以下のとおりである。

〇事務職員・技術職員及び大学教員の適正な人員配置、再雇用職員の活用、及びその他人件費の削減

に努めた結果、対前年度比約0.60％減額した。

また、最広義人件費が昨年度とに比べて約1.52%減額した理由は以下のとおりである。

①退職手当支給額について昨年度より退職者数が減少したため、前年度より約45.17％減額した。
②非常勤役職員等給与について昨年度より非常勤職員の従事時間数が増加したことにより約0.57%増額

した。


